
地方自治法第１９９条第１４項の規定により，令和３年度定期監査(後期)の結

果に基づき講じた措置について，これを公表する。
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監査の結果に基づき講じた措置状況について（通知）

下記により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について，地方自治法

第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。

記

１ 対象監査報告

令和４年３月１１日付監第２９号報告



令和４年３月１１日付監第２９号報告に基づき講じた措置状況について

個別指摘事項

【社会福祉課】

番号 指摘事項 措置状況

①

社会福祉法人の適正な運営指導に

ついて，コロナ禍の現在，従来どおり

の監査をすることは難しいが，実施時

期を見直すなど，柔軟に対応していた

だきたい。また，書類審査においても

定型的なものではなく，視点を変える

など，効果的な手法を検討されたい。

場合により，重点的に監査することも

必要である。

法人監査は，専門的な知識を要する

ものであり，法人に対し適切な指導が

できるよう，人材の育成にも努められ

たい。

監査の実施時期については，各施

設と調整をし柔軟に対応いたしま

す。また，書類審査等につきまして

も県及び関係機関とも協議し効果的

な審査を行う事ができるよう検討し

てまいります。

今後，法人監査に係る専門的な知

識習得のため，積極的に研修を受講

する等努めてまいります。

②

当市の生活保護世帯数は令和３年

４月１日現在 784 世帯，年々増加傾向

にあり，新型コロナウイルス感染症ま

ん延の長期化により，今後も保護世帯

の増加が想定される。ケースワーカー

は，業務量が多いことに加え，困難な

事案も増加し，長時間労働が定例化す

るなど，精神的・身体的にも過度な負

担を強いられている。

人員配置については，社会福祉法に

規定されているが，生活保護者の状況

把握に努め，ケースワーカーの負担を

軽減できるよう，職場環境の改善を図

られたい。

令和４年度のケースワーカーの人

員につきましては，社会福祉法に規

定される配置人数に基づき１名増員

となりました。しかし，年度当初に

ケースワーカー１名が精神的負担か

ら業務継続が困難となってしまった

ことで，規定を上回るケースを１ケ

ースワーカーが担当している現状で

あります。

今後も精神的・身体的な負担を軽

減できるよう，人員要望等において

の規定に沿ったケースワーカーの確

保と困難ケースにあっては，グルー

プ内で協力して対応できる体制づく

りに努めております。



【障がい福祉課】

【こども福祉課】

番号 指摘事項 措置状況

①

福祉作業所きぼうの家は，障がいの

ある方が作業や生活訓練を通して，自

立と社会参加に繋がるよう支援する

施設である。

障がい者にとって，社会参加は，本

人のやりがいや自信を与える重要な

役目を果たし，そのような機会が拡大

されるよう，より充実した支援の提供

に努められたい。

福祉作業所きぼうの家の利用者に

対して，新型コロナウイルス感染症

対策を講じて，社会参加を支援いた

します。

また，利用者や家族へのアンケー

トを通して，利用者のニーズを把握

し，より充実した支援の提供に努め

ております。

②

障害者支援施設における当市から

の利用者については，施設に頼るばか

りではなく，利用者それぞれの実態を

把握するとともに，退所，地域生活へ

移行となった場合に備え，就労支援等

サービス提供体制を整え，地域全体で

支える仕組みづくりに尽力されたい。

障害者支援施設における当市の利

用者については，個々のサービス利

用計画を作成する相談支援事業所や

サービスを提供する障害者支援施設

との連携を図り，利用者の実態の把

握に努めております。

また，地域生活支援のために，地

域の障害福祉サービス事業所などの

人材育成支援などを通して，サービ

ス提供体制の確保を図り，地域でと

もに支え合う仕組みづくりに努めて

おります。

番号 指摘事項 措置状況

①

当市は虐待件数が多く，令和２年度

の相談対応数は 6,658 件である。この

ような状況の中，令和２年度，県内で

もいち早く「子ども家庭総合支援拠

点」を設置し，子どもとその家庭等の

実情の把握や情報の提供により必要

な支援に繋げるとともに，子育て世代

包括支援センターとの連携を図って

いる。虐待の発生予防，早期発見のた

めには，関係機関との連携，一体的な

当市の虐待を含む相談対応件数

は，依然として増加しており，令和

３年度は，8,063 件でありました。

年々増加する相談に対応すべく，令

和２年度に設置した子ども家庭総合

支援拠点では，子育て世代包括支援

センターとともに，特定妊婦につい

ての会議を定期開催して，対応方針

を確認のうえ,一体的な支援を行っ

ております。



支援が必要となる。

迅速な対応，必要な支援を提供し，

子どもの安全と笑顔を守れるよう，切

に願うものである。

また,要保護児童対策地域協議会

の調整機関として会議を主催し,関

係機関の中で,連携方法を確認して，

虐待の発生予防,早期発見・早期対応

を継続しております。

②

児童館の事業推進や利用促進等，管

理運営に関し必要な事項を審議する

児童厚生施設運営委員会の開催につ

いては,児童の健全育成を図るため，

事業報告や計画にとどまらず，内容の

ある議論を行っていただきたい。

指定管理者による管理運営に頼り

過ぎず，児童館事業が形骸化したもの

とならぬよう留意し，ともに子どもた

ちの成長を促す事業展開が図られる

よう尽力されたい。

児童厚生施設運営委員会の開催に

つきましては，児童の健全育成を図

るため，運営委員に事前に議案等を

配付するなどし,積極的で有意義な

意見交換の場となるよう努めており

ます。

児童館の運営につきましては，当

課と指定管理者及び現場職員と定期

的な意見交換の場を設け，より良い

児童館事業を展開できるよう尽力し

ております。

③

国が定める「新・放課後子ども総合

プラン」は，放課後児童クラブと放課

後子供教室を一体的または連携して

実施することで，放課後等に全ての児

童を対象として学習や体験・交流活動

を行う事業の計画的な整備を進める

ことが目的である。

当市の放課後児童クラブの定員は，

現在 1,550 名，令和３年４月の登録者

数が 1,501 名と充足している状況では

あるものの，近年の共働き世帯の増加

に乗じて，利用者数の増加が見込まれ

る。福祉部局と教育部局が連携し，児

童が放課後に安全かつ安心して過ご

せる場所を確保できるよう，環境づく

りを望むものである。

「新・放課後子ども総合プラン」

における放課後子供教室は，令和３

年度は，11 月より 14 校で週 2 回開催

いたしました。

今後も教育部局と定期的な協議を

行い,児童が放課後に安全かつ安心

して過ごせる場所の確保に努めてま

いります。あわせて放課後児童クラ

ブ専用室の施設整備につきまして

も，長寿命化計画に基づいた改修，

修繕等を実施しております。



【子育て支援課】

【長寿介護課】

番号 指摘事項 措置状況

①

新型コロナウイルス感染症の拡大

により，対面式のイベント開催が難し

い状況であるが，顔を合わせるからこ

そ，互いに理解・共感できることもあ

る。対面式の希望が多い参加者のニー

ズも尊重し，感染状況を見ながら，的

確に感染防止対策を講じたうえで，婚

活イベント等，未婚化・晩婚化対策事

業を実施していただきたい。

新型コロナウイルス感染症の影響

により，従来の対面式イベント等の

実施が困難となっておりましたが，

新型コロナウイルス感染拡大防止を

図るため，オンラインでのイベント

を開催してまいりました。婚活イベ

ントに自宅から気軽に参加でき，直

接対面しないため利用しやすいとの

声もありましたが，その一方で対面

を希望する方もいるため，今後も感

染防止に努めながら参加者のニーズ

を尊重したイベントを検討し，実施

してまいります。

番号 指摘事項 措置状況

①

認知症高齢者数は，日常生活の自立

度の経年経過で見ると，直近３年で毎

年 300 人ほど増加している。認知症総

合支援事業として様々な事業を行っ

ているが，認知症高齢者等徘徊ＳＯＳ

ネットワーク事業については，現状

で，十分機能しているとは言い難い。

地域ぐるみで早期発見・保護ができる

よう事業の運営方法を見直し，認知症

の方に寄り添った支援施策を構築し

ていただきたい。

認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネット

ワーク事業につきましては，補完す

る事業として，みまもりタグや徘徊

探知機の貸出し，おかえりマークの

配布を行っているところですが，Ｑ

Ｒコードを用いた見守りサービスな

ど，より効果的な支援施策の導入を

図っております。

また，小・中・高校生を対象とし

た認知症サポータ－養成講座を開催

し，地域ぐるみでの見守り体制の構

築に努めております。



【国保年金課】

【健康増進課】

番号 指摘事項 措置状況

①

レセプト等のデータ分析，それに基

づく加入者の健康保持増進のための

データヘルス計画も，平成 30 年度に

第２期を迎えた。直近の分析結果か

ら，当市は糖尿病や高血圧性疾患の患

者数が多い。これら生活習慣病を予防

することは，健康の増進，ひいては医

療費の削減に繋がる。当データの分析

結果等を活用し周知することで，早期

の段階から意識付けを行い，市民が健

康的に年齢を重ねていくことが望ま

れる。今後においても，健康増進課と

連携しながら，健康の保持や医療費の

適正化に向け取り組んでいただきた

い。

国保年金課では，レセプトデータ

の分析結果を基に，受診行動の適正

化を促す通知やジェネリック医薬品

差額通知を送付しており，健康増進

課では，特定健康診査の未受診者へ

受診勧奨通知の送付などを実施し，

被保険者の健康の保持増進を図って

おります。また，令和４年度からは，

健康増進課で健診結果とレセプトデ

ータを基に，糖尿病，高血圧症，脂

質異常症に該当する値の医療機関未

受診者や治療中断者へ受診を促し，

重症化の予防に繋げております。今

後においても引き続き健康増進課と

連携しながら，健康の保持増進，医

療費の適正化に取り組んでまいりま

す。

番号 指摘事項 措置状況

①

健康づくり啓発事業や生活習慣病

予防対策事業を実施することにより,

市の健康の保持・増進の一助となって

いる。事業を通して,医療機関への受

診勧奨や重症化予防に対する指導な

ど,一定の成果を得ている。

日々市民が健康に過ごせるように,

事業を継続して実施していただきた

い。

かみす健康マイレージや食育サポ

ーターによる減塩・適塩の推進など

広く市民の方が関心を持つような健

康づくり啓発事業や，住民健診結果

から高血圧や糖尿病など生活習慣病

の所見がある方に対し，重症化予防

のため個別で介入する訪問指導など

を実施して，個々の健康の保持増進

に努めております。また，生活習慣

病予防対策としましては，疫学研究

事業として平成２７年度に実施した

住民健診での尿中塩分濃度測定を令

和４年度に再度実施し，健康づくり

の啓発に役立てております。



【地域医療推進課】

②

当市の早世率が国・県より高い要因

として特定健診の受診率が低いため，

生活習慣病の早期発見が出来ずに重

症化してしまうことが推測される。引

きつづき，若い世代に対する受診勧奨

や重症化予防の保健指導等に取り組

んでいただきたい。

また,厚生労働省が実施する人口動

態調査の結果を死亡要因の分析など,

当市の健康寿命対策に有効に活用さ

れたい。

広報紙や個別通知等を用いて特定

健診の受診勧奨をすすめ，受診結果

から重症化予防対象となった方には

保健指導を実施し，健康寿命の延伸

に努めております。

また，人口動態調査につきまして

は，どのような要因で早く亡くなっ

ているかを，市民課の協力を得なが

ら分析を行い，対策を講じておりま

す。

③

令和２年１０月から高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施事業が

開始され，糖尿病性腎症重症化予防対

象者や低栄養対象者に対して早期に

介入することにより，重症化リスクの

低減や医療費の削減に繋がることが

期待できる。

今後においても,関係部署と連携・

情報共有しながら,包括的な介護予防

を推進していただきたい。

現在，健康増進課・国保年金課・

長寿介護課の３課で定期的に情報交

換を行いながら事業を実施しており

ます。健康増進課では，国保データ

ベースを用いて健康課題の分析を行

い，対象者を抽出して個別支援に取

り組んでおります。今後も事業を評

価しながら，関係部署と連携し，健

康寿命の延伸に向け継続して実施し

てまいります。

番号 指摘事項 措置状況

①

診療所開業資金貸付制度は，当市の

医師不足解消等に有効な手段のひと

つであると考える。本制度を含めた各

種医療推進施策について，さらなるＰ

Ｒを図り，充実した医療体制が構築さ

れるよう努められたい。

今年度から開始いたします，企

業・医療機関・行政３者による連絡

調整会議にかかる事前アンケートの

企業からの要望といたしまして，精

神科・心療内科，眼科，耳鼻咽喉科，

皮膚科などの専門分野におけるクリ

ニックの誘致要望が多くありまし

た。今後におきましては，診療所開

業資金貸付制度を，より魅力ある制

度とし，市内への医療機関誘致を促



進するため，特定の診療科や，市内

のクリニック偏在解消に寄与する場

合等における貸付額の上限引き上げ

などの改正を，検討してまいりたい

と考えております。

また，制度のＰＲにつきましては，

若手医師きらっせプロジェクトホー

ムページの充実や，メールマガジン

の配信等による医師支援制度の情報

発信に努めております。



共通指摘事項（諸帳簿）

【健康福祉部】

番号 指摘事項 措置状況

（１）

休暇取得等について

夏期休暇の取得については，どの部

署においても，付与日数を取得できて

いる状況であった。

療養休暇については，長期短期に限

らず，取得者が複数確認され，メンタ

ル面で休養を要する職員も少なくない

ことが懸念される。日々業務に追われ，

余裕が持てない状況であると思われる

が，一人ひとりが自身を含め，業務及

び業務以外においても改善できる点は

ないのかなど，改めて見直していただ

きたい。心身の健康が最優先されるべ

きであり，職員は各々の健康管理に努

めるとともに，管理職員においても，

日頃から課員の健康面に気を配られた

い。

年次休暇の取得については，取得日

数の差が大きいものではあったが，置

かれた環境，業務内容等により取得が

難しい場合もあると考えられる。その

ような状況下であっても，前述のとお

り，健康面を考慮し，協力体制の構築，

休暇の取得しやすい環境に配慮された

い。

療養休暇，特別休暇及び介護休暇の

取得については，すべてが課長決裁と

なっていたケースが多数みられた。課

長補佐以下の職員が２日以内の取得を

する際は課長が決裁者となるが，２日

を超えて取得をする際は，部長（課長

の直上位者である次長がいる場合は次

長）が決裁者となる。職務権限規程（別

年次休暇の取得につきましては，

十分な休暇が取得できるよう，課内

における協力体制の構築及び日頃か

ら適切なコミュニケーションを意識

することで，相互理解を深め，長期

の療養休暇取得に至らないよう，よ

り良い環境づくりに努めておりま

す。

療養休暇，特別休暇及び介護休暇

の取得時の決裁者につきましては，

職務権限規程の専決事項の規程に基

づき適正に行っております。

休暇申請の遅延につきましては，

職員が休暇を取得する際において，

休暇を取得する内容等を管理職員が

確認する等で，休暇取得後における

申請（修正）がないよう適正な処理

に努めております。



表第３）に専決事項が規定されており，

申請者，取得日数により専決権者が異

なるので，申請の際は再度確認された

い。

また，休暇申請において，１月から

３月程度の申請の遅延が複数確認され

た。休暇取得後の申請又は修正申請と

思われるが，速やかな申請（修正）処

理，決裁処理をされたい。

（２）

時間外勤務について

月あたりの時間外勤務について２０

時間超過となった職員は，他部署と比

較し，健康福祉部において非常に多く

みられた。さらには，月あたりの時間

外勤務について４５時間超過となった

職員も特定の課に多くみられた。感染

症対応，ワクチン接種対応等により時

間外勤務が増大したことはやむを得な

い状況であると思われる。しかしなが

ら，時間外勤務を命ずる際には常に職

員の健康を害さないよう考慮しなけれ

ばならない。職員間で業務を共有，分

担するなどの協力体制の下，業務量偏

りの解消が望まれる。

また，週休日，休日の勤務において，

４時間以上の勤務に対し，半日又は一

日の振替や代休の措置をせず，時間外

勤務処理となっている事例が多数みら

れた。休養を取ることは，心身の健康

を維持するうえで重要であるため，可

能な範囲内で振替，代休措置での対応

に努められたい。

日頃から職員間での業務の共有や

分担を行うとともに，効率的な業務

運営を意識させ，特定の職員に極端

な業務の偏りが生じないよう業務改

善に努めております。

また，週休日，休日の勤務におい

ては，職員の健康を最優先に考え，

振替，代休で対応するように努めて

おります。



（３）

旅行命令簿について

旅行期間の日時間，旅行種別の各欄

への記載漏れが多く目立った。旅行先，

旅行内容の各欄においては，省略した

記載となっているため，本人以外が見

た際に判別しにくい内容となっている

ものが見受けられた。具体的な用務の

記載に努められたい。

例示すると，物品の購入のため出張

する際は，旅行先が市内である場合，

市内のみの記載でなく，地区名までの

記載が必要である。旅行内容は「○○

事業物品購入」,「○○イベント用務物

品購入」といった記載が好ましい。

そのほか，一部の部署の旅行命令簿

において，旅行先欄に店舗名のみの記

載がみられた。公共施設その他の類似

する公共的要素を持つ施設（医療機関，

通所施設等）であれば施設名のみの記

載であっても旅行先は判別できるが，

それと異なる施設（民間事業所等）の

場合には，地区名について記載漏れの

ないよう留意されたい。

また，後日まとめて記載，押印をし

た痕跡が一部にみられたが，適時行う

よう徹していただきたい。

旅行先，旅行内容の記載につきま

しては，具体的な用務等，地区名，

施設名等を明記するよう指導，徹底

いたしました。

今後は，旅行命令簿の記載につき

ましては，規程等に基づき適正に行

っております。

（４）

特殊勤務実績簿について

特殊勤務実績簿「手当額欄」の記載

漏れが多く確認された。特に，定例的

に特殊勤務の実績のある部署におい

て，全く記載がなかった。１日あたり

の手当額が定まったもの，１か月あた

りの上限額が定まったものとがある

が，支給額が不明のまま保管すること

は好ましくない。随時の記載ではなく

記載漏れのあったものにつきまし

ては，再度確認し修正を行いました。

また，適正な特殊勤務実績簿の記

載を徹底するとともに月締めでの確

認を行っております。



とも，月締めの際に支給額を記載する

など，実績として記録・保管の必要が

あるため，記載の徹底をされたい。

（５）

備品の管理について

各部署における備品台帳について

は，管理の行き届いているもの，行き

届いていないものの差を感じられた。

全体としてデータ上で適度な管理はさ

れているようだが，とりわけ，管理の

経過が疎かになっているものが多く見

受けられた。

この度の監査を機に，現在の保有状

況をしっかりと把握し，年度内に再確

認をしておくことが望ましい。人事異

動により備品についての引き継ぎはさ

れにくいものであると思われるが，ど

の職員が見た際にも，備品台帳（紙媒

体及びデータ管理）により容易に確認

できるよう管理を継続していただきた

い。過去に廃棄となったか否かが明確

でないものも見受けられるが，今後は

そのような状況となることのないよう

徹底した管理を求む。

改めて備品台帳と備品の照合を行

い，規程等に基づく適正な備品管理

を行っております。

また，今後も物品と台帳の定期的

な照合確認の実施を徹底してまいり

ます。


